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１ 本計画の概要                       

本町において、急激な少子高齢化及び学校施設の耐震化に対応するため、平成

26 年に小・中学校校舎を統合して併設校として開校しました。 

併設校は、統合することによる維持管理費削減等の財政的な見地から行うも

のではなく、本町の将来を担う子どもたちにとってより良い教育環境を整備し、

教育効果の向上を図ることを目的としています。そのため、本町では、統合前よ

りも子どもが生き生きとして学習し、学校生活を送ることを第一に考え、統合に

併せて学校教育環境の整備を進めています。 

そこで、本町として統合に併せて行う学校教育環境整備の重点項目の一つと

して、学校において教育の情報化整備を行うこととしました。しかしながら、教

育の情報化に必要なＩＣＴ機器等や校内無線ＬＡＮに整備には多額の費用がか

かるため、計画的に整備する必要があるほか、整備するＩＣＴ機器等を教職員が

有効に活用する方策も具体的にする必要があります。こうしたことから、本計画

を策定することとしました。 

平成 29 年 12 月に取りまとめられた「平成 30 年（2018 年）以降の学校

におけるＩＣＴ環境の整備方針」を踏まえた「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備

５か年計画（2018～2022 年度）」によりＩＣＴ環境整備に対して地方財政措

置が講じられ、平成 30 年６月に策定された国の第３期教育基本計画では、各地

方公共団体による計画的な学校のＩＣＴ環境整備の加速化を図ることが明記さ

れました。また、「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」（令和元年 12 月５日

閣議決定）において、学校における高速大容量のネットワーク環境（校内ＬＡＮ）

の整備を推進するとともに、特に、義務教育段階において、令和５年度までに、

全学年の児童生徒一人ひとりがそれぞれ端末を持ち、十分に活用できる環境の

実現とＩＣＴ導入・運用の加速化を目指すＧＩＧＡスクール構想が打ち出され

ました。さらにこの実現を推進するさなか、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響により、小・中学校の休業が長期化し教育課程の実施に支障が生じる事態に備

え、このような事態にも対応可能な遠隔教育など Society 5.0 の実現を加速し

ていくことが急務となり、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年

４月７日閣議決定）において、「１人１台端末」の早期実現、家庭でもつながる

通信環境の整備等、「ＧＩＧＡスクール構想」におけるハード・ソフト・人材を

一体とした整備を加速することで、緊急時においてもＩＣＴの活用によりすべ

ての子どもたちの学びを保証できる環境を早急に実現することが喫緊の課題と

なっています。 

第１章 雨竜町学校教育情報化整備基本計画の策定について 
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本町では、雨竜町振興基本計画において「明るい、未来を描く教育・文化・ス

ポーツのまちづくり」を目指しています。目指す姿を実現する一つの方策として、

教育の情報化を掲げ、教育ＩＣＴ機器等を効果的に活用することとし、整備する

ＩＣＴ機器等について具体的な整備年度や整備台数を本計画に明記しました。 

また、計画を実現するため、新たな推進体制の構築や、教員が児童生徒と向き

合う時間確保のための校務事務軽減に向けた取り組みなど、本町教育力の質の

向上につながるよう、計画を取りまとめました。 

今後、雨竜町教育委員会と教職員が一体となって、本計画を推進することとし

ます。 
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２ 計画策定の趣旨                      

１ 計画の目的 

本計画は、雨竜町振興基本計画 に掲げた「Ⅲ明るい未来を描く教育・文

化スポーツのまちづくり」に学校 ICT 環境整備について重点取組のひとつ

として位置づけており、ICT 機器に効果的な授業の実施と学習環境の整備を

図り、ICT の特性や強みを児童生徒の主体的・対話的で深い学びにつなげ、

確かな学力の向上を目指すこととしています。 

また、国における「第３期教育振興基本計画」及び「ＧＩＧＡスクール構

想」に示された具体的な取組施策を着実に実行し、新学習指導要領に対応す

るよう、ICT を効果的に活用した指導方法等を確立するとともに、授業の実

践研究に取り組む必要があります。 

一方で校務の情報化についても進める必要があり、事務の効率化による教

員の事務作業の軽減による児童生徒に向き合う時間の確保も重要となりま

す。 

本計画は、学校 ICT 環境の整備における、今後の教育環境の変化等に適切

に対応していくため、学習 ICT 機器と校務環境 ICT 機器整備を計画的に導

入することを目的として策定するものです。 

２ 計画の位置づけ 

雨竜町振興基本計画(平成 28～令和 7 年度)に掲げられた施策のうち、児

童生徒の学習への関心、意欲、理解を高めるために必要な ICT 環境や、学

校・学級事務の負担軽減することにより教員が児童生徒の指導に専念するこ

とができる ICT 環境の整備を推進するための計画として位置づけます。 

 

３ 計画の期間                        

計画期間は、平成 29 年（2017 年）から令和 3 年度(2021 年）までの 5

年間とします。また、国の第３期教育振興基本計画策定や学習指導要領の改訂

等を踏まえ、必要に応じて見直すこととします。 
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４ 目指すべき姿                       

国における第３期教育振興計画に示された方針を目指すとともに次期学習

指導要領に対応した ICT 環境整備するため、４つを基本目標として取組を実

施することとします。 

 

 ○雨竜町振興基本計画  

 

  基本構想 Ⅲ 明るい、未来を描く教育・文化・スポーツのまちづくり 

       １．健やかな成長を支える教育の充実 

         ②学校教育の充実 

 

 

 

 

 雨 竜 町 学 校 教 育 情 報 化 整 備 基 本 計 画  

 

基本目標Ⅰ ICT を活用した新たな教育活動の実現 

基本目標Ⅱ ICT を活用した雨竜町の未来を創る子どもの育成 

基本目標Ⅲ 教育の質の改善を目的とした校務の情報化の推進 

基本目標Ⅳ 学校情報セキュリティの確立 

 

 

 国（文部科学省）  

 

・教育の情報化の手引（令和元年 12 月改定） 

・教育の情報化ビジョン（平成 23 年４月） 

・教育の情報化加速化プラン（平成 28 年７月） 

・小中学校学習指導要領（令和２年４月・令和３年４月） 

・第３期教育振興基本計画（平成３０年６月） 

・ＧＩＧＡスクール構想 
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基本目標Ⅰ ICT を活用した新たな教育活動の実現              

ICT の活用は、一斉学習による学びに加え、子どもたち一人一人の能力に応

じた学びや子どもたち同士が教え合い、学び合う協働的な学びを推進すること

により、基礎的・基本的な知識技能の習得や、思考力、判断力、表現力等や主

体的に学習に取り組む態度の育成に資するとしています。 

このような状況を考慮し、本町では各種 ICT 整備をするとともに、デジタ

ル教科書・教材等を導入するなど教育の情報化を推進します。また、ICT 機器

を活用した新たな教育環境を実現することで、児童生徒の学習意欲を高め、主

体的に学習を行い、教員と児童生徒の間に双方向性のある授業が展開されるこ

とを目指します。 

【基本方針】 

①教科指導における情報通信技術の活用 

・ICT 教育環境の整備 

パソコン教室用コンピュータ、普通教室(コンピュータ・大型掲示装置・

実物投影機)、設置場所を限定しない可動式コンピュータ、校務用コンピュ

ータなどの国の教育振興計画に掲げる目標値に向けた整備を検討し導入

を進めることとする。 

・デジタル教科書・教材等の充実 

デジタル教科書・教材等については、国の動向等を踏まえ近隣の実践事

例の検証を積み重ねながら、その効果や活用方法を検討し導入を進めるこ

ととする。 

②教員への支援の充実 

・教員の ICT の活用指導力の育成 

教員の ICT の活用を推進するため、学校情報教育担当職員を中心として

全教員に対し研修会を行うこととする。 

・ICT 支援員の配置 

教育の ICT 活用を普及・定着させるため、専門的知識を有する ICT 支

援員の配置について併せて検討します。なお、ICT 支援員の配置を検討す

る上で ICT 業務の割振りについても検討します。 

③特別支援教育における教育の情報化の推進 

・特別支援教育における ICT 機器等の活用 

コンピュータ・大型掲示装置・実物投影機、設置場所を限定しない可動

式コンピュータの設置についても、障がいの状態や程度、特性等に応じて

ICT 機器等の設置及び活用を検討します。 
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④教育の情報化推進体制の確立 

・教育委員会と学校が連携した教育の情報化 

教育の情報化を推進するために「雨竜町教育情報化推進協議会」を設置

し学校 ICT の導入・活用について検討します。 

基本目標Ⅱ ICT を活用した雨竜町の未来を創る子どもの育成         

本町には、「ラムサール条約登録湿地 暑寒別天売焼尻国定公園内雨竜沼湿

原」をはじめとして、開拓記念保護樹木アカマツ並木など自然あふれる街とな

っています。 

このような特色のある自然は、「こどもからお年寄りまで笑顔があふれ、未

来に希望のもてるまちづくり」の基礎となっており「心身を鍛え、知を磨き、

ふるさと雨竜に誇りを持つ児童生徒」を育成するための、ふるさと教育を実践

する有効な「教材」として位置づけることができます。 

そこで本町は ICT を活用する中で、あふれる雨竜の自然を「教材」とし各

種団体等と連携しながら、ふるさとに誇りを持った子どもの育成を目指します。 

【基本方針】 

①特色ある ICT 教育の推進 

・ふるさとキャリア教育の推進 

コミュニティ・スクールの導入とともに、9 年間を見通した指導計画に

基づき、地域人材や関係団体との連携によるふるさとキャリア教育の中で

ICT を有効活用し教育の充実を図ることとする。 

・PS システムを活用した教育指導の充実 

PS システムによる「知・徳・体」のすべての分野から児童個々の理解

を進め指導改善を図るとともに９年間を見通した児童生徒の指導に各種

ICT 機器を有効活用することとする。 
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基本目標Ⅲ 教育の質の改善を目的とした校務の情報化の推進         

学校における校務の情報化は、各種事務処理の軽減等につながり、児童生徒

により多くの時間を割くことが可能となります。また、必要な情報を小学校・

中学校で共有することによりコミュニティ・スクール制度の推進を円滑にし、

今まで以上に、幅広い教育活動が実現できるなど様々な効果が期待できます。 

こうしたことから、小中併設校のメリットを生かして横のつながりと縦のつ

ながりを構築するため NAS を導入し情報の共有化を図ります。また、統合型

校務支援システムの導入についても学校の実情と現状の校務内容を整理しな

がら検討します。 

また、家庭・地域と学校の連携を強化するため、学校ホームページを開設し

情報発信を行います。 

【基本方針】 

①校務の情報化の推進 

・NAS(共有ネットワークハードディスク)を活用し校務情報の共有化 

校務情報の共有化と情報の有効活用するために、NAS を設置し校務情

報を共有化することにより、事務処理の簡素化を図ることとする。 

・小中併設校のスケールメリットを活用した情報の共有化 

小中併設校というスケールメリットを活用して、小中学校の教員の情報

共有化をするために情報機器を有効活用し事務の簡素化を図ることとす

る。 

・学校ホームページの開設 

学校ホームページを開設して小中学校で統一した基本項目を設定し情

報発信することとする。 

・情報発信の活性化 

学校ホームページを有効活用することにより学校行事や必要な情報発

信をすることにより開かれた学校づくりを目指すとともに、緊急情報等に

ついては保護者に対し学校一斉メール配信システムを活用し情報伝達す

ることとする。 

・勤怠管理システムの導入による勤務時間の管理と適正化 

管理職等の事務負担を軽減しつつ教職員の勤務時間を客観的に把握す

るため、IC カード方式による勤怠管理システムを構築する。集計結果につ

いては、校長等管理職へと周知し適切な勤務時間管理を行うことにより、

勤務実態の見える化を図り、教職員が勤務時間を意識しながら効率的に業

務を行うなど、個々の業務量の調整・見直しを進める。 
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基本目標Ⅳ 学校情報セキュリティの確立                 

児童生徒が安全に ICT を活用できる環境整備において、情報セキュリティ

の確保は重要な課題となっており、日々進化する ICT 機器等やソフトウェア

に対応したセキュリティポリシーが必要となります。 

本町においては、教育の情報化を進めるとともに安全性の高いセキュリティ

対策を確保するため、現行の管理運用規定を見直しながら情報管理と運用体制

を整備します。 

【基本方針】 

①情報セキュリティの見直しと徹底 

・個人情報管理の安全性の確保 

教育の情報化整備の推進により、新たに導入した ICT 機器及びソフトウ

ェアに併せて、管理運用規定の見直しを行うとともに管理運用規定に基づ

き教職員が個人情報の安全性を確保するよう徹底します。 

・管理運用体制の強化 

管理運用規定及び雨竜町情報セキュリティポリシーに基づき情報セキ

ュリティについて周知徹底し個人情報の漏えい防止に努めることとする。 
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５ 具体的な方向性と取組方策                 

本計画では、具体的な推進目標として、以下のとおり計画期間中（平成 29

～令和３年）における目標値を設定するとともに、その達成に向けた取組を推

進する。また、取組の継続的な進捗管理を行い、教育の情報化の確実な推進を

図ることとする。 

 

①教科指導における情報通信技術の活用 

【デジタル教科書の学級当たり月平均利用回数】 

目標：平均 40 回／月以上（参考：平均 20 回/月） 

【協働学習におけるタブレット端末の学級当たり月平均利用回数】 

目標：平均 10 回／月以上（参考：平均 8 回/月） 

 

・小中学校において、学習指導要領の内容に沿った指導・授業実践を展開

し、教員間におけるＩＣＴ活用頻度の差を解消します。 

・拡大提示や書き込み、動画再生など、デジタルならではの機能と特性を

理解し、電子黒板およびデジタル教科書の有用性について、教員間での

共通認識を図ります。 

・デジタル教科書を使った操作体験や授業づくりのための研修会の開催等

を通じて、全ての教員が日常的にＩＣＴを活用した「わかる」授業を展

開できるよう指導・啓発を行います。 

・各教科の年間指導計画において、ＩＣＴを活用する場面や活用の方法を

明確にし、指導のねらいに沿って、「単元や題材のどの場面でタブレッ

ト端末を活用できるのか」「指導の効果を高めるためにはどうしたらよ

いのか」などを絶えず研究・検討し、実践します。 

・子どもたちの学習意欲を高め、タブレット端末を使った協働学習を効果

的に行うためには、児童生徒が落ち着いた雰囲気の中で学習に集中でき

る環境を構築することが前提となることから、教員の基本的な指導技術

の育成と合わせて、授業・学習規律のある学級づくりに取り組みます。 

・学校経営計画や学校評価の項目に、教科指導へのＩＣＴ活用の観点を積

極的に取り入れます。 

・タブレット端末は、「協働学習」での活用を基本とし、有効に使える場面

や方法をしっかりと準備した上で授業に取り入れます。教員が一方的に

教える授業の形態から脱却し、言語活動の充実や児童生徒相互の学び合

いのためのツールとしてタブレット端末を活用することで、楽しく分か

る授業を実現します。 
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②教員への支援の充実 

【ICT 活用指導力について「できる・ややできる」教員の割合】 

目標：「できる」平均 80.0％以上 

（参考：令和２年度調査 60.9％） 

目標：「できる・ややできる」平均 95.0％以上 

（参考：令和２年度調査 95.3％） 

※「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」における教

員の ICT 活用指導力等の実態の平均値 

【ICT 支援員の配置】 

目標：令和３年度までに１人配置 

 

・教員全体のＩＣＴ活用指導力の底上げを図り、授業改善に向けた下地を

整えます。 

・年度終了後に教科指導における情報通信技術の活用も含めて達成状況を

取りまとめ、校長会議等により結果を周知し、ＩＣＴ活用推進の牽引役

として、校長や教頭の意識改革を促し、校内のリーダーシップやマネジ

メントを最大限発揮してもらうため、管理職を対象にアクティブ・ラー

ニングやそのためのＩＣＴ活用の必要性・有効性を理解するための取り

組みを行います。 

・毎年度、ＩＣＴ活用推進の核となる教員について、研修等を通じて研鑽

を積んでもらうことでＩＣＴ活用に長けた人材を毎年育成し、教育ＩＣ

Ｔに関して指導・相談できる教員の裾野を広げます。 

・ＩＣＴ支援員の体制や配置基準については、学校における教員の実情や

ＩＣＴ活用状況等を勘案しつつ、学校のニーズに合わせた弾力的な派遣

体制を検討するとともに、より効果的・効率的な配置となるよう努めま

す。 

 

③特別支援教育における教育の情報化の推進 

【特別支援学級におけるタブレット端末の平均延べ利用回数】 

目標：平均２０回／月以上 

 

・特別支援学級に在籍する児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応した

学習用ソフトウェアの調査・研究を行い、必要に応じて学校の判断によ

り購入できる仕組みを検討します。 

・個々の学習の困難さを補い、内容の理解を助けるためにデジタル教科書

の各種機能（読み上げやルビ表示）を効果的に活用します。 
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１ ICT 機器等の整備計画                   

本計画に基づき整備する情報機器整備計画は次のとおりとします。 

～国の整備目標（第３期教育振興基本計画）に対する本町の目標～ 

【本町における整備状況について】 

国の整備目標【第３期教育振興基本計画(平成 29年 12 月策定)】 

※（ ）内はＧＩＧＡスクール構想により求められる整備目標 

指    標 目   標 

学習者用コンピュータ ３クラスに１クラス分程度 

（１人１台環境） 

学習者用コンピュータ（予備用） 故障・不具合に備えた複数の予備機の配備 

指導者用コンピュータ 授業を担任する教員１人１台 

大型掲示装置 １学級あたり１台 

実物投影装置 １学級あたり１台 

充電保管庫 学習者用コンピュータの充電保管分 

学習用ツール 学習者及び指導者用コンピュータの台数分 

有線ＬＡＮ コンピュータ教室、職員室及び保健室等へ

の有線ＬＡＮ環境の整備 

（１人１台端末環境に対応できる環境） 

無線 LAN 整備 普通教室＋特別教室 

超高速インターネット接続 １００％ 

学習用サーバ 学校ごとに１台 

ソフトウェア 統合型校務支援システムの整備 

セキュリティソフトの整備 

校務用サーバ １台 

校務用コンピュータ 教員１人 1台 

 

 

  

第２章 雨竜町学校ＩＣＴ環境の整備計画について 
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本町の整備水準【令和２年 3 月末現在】 

指    標 現   状 

学習者用コンピュータ 

・コンピュータ教室 20台、タブレット端末 30台 

２．８人/台 

50 台/143名 

指導者用コンピュータ 

・コンピュータ教室 1 台 

・普通教室：小学校９台、中学校５台 

・放送室１台 

・設置場所を限定しない可動式コンピュータ 1 台 

・タブレット端末：小学校１台、中学校 3 台 

21 台 

大型掲示装置 

・55Ｖ型ワイド液晶インフォメーションディスプレイ 

普通教室（通常学級）：小学校６台、中学校３台 

・42 型プラズマテレビ 

普通教室（特別支援学級）：小学校 3台、中学校２台 

特別教室 10台（うちスタンド設置２台） 

・50 型電子黒板２台 

・32 型液晶テレビ（スタンド設置）２台 

１学級あたり１台 

（28 台） 

実物投影装置 

・普通教室（通常学級）：小学校６台、中学校３台 

１学級あたり１台 

（９台） 

充電用保管庫（10 台型） ３台 

学習用ツール 53 台分 

有線ＬＡＮ 

・校内全域 CAT6、ネットワーク機器 1Gbps 

・学校から庁舎間は光ファイバー専用線 

理論上最大値 1Gbps 

無線 LAN 

・普通教室 9 か所、特別教室 6か所、体育館 1 か所 

16 か所 

超高速インターネット接続 下り最大値 100Mbps 

学習用サーバ １台 

ソフトウェア セキュリティソフト整備 

校務用サーバ １台 

校務用コンピュータ 教員１人 1台 
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本町の目標【令和３年度】 

指    標 目   標 

学習者用コンピュータ 

・タブレット端末 138台 

1 人 1 台 

 

学習者用コンピュータ（予備） 

・コンピュータ教室 20台、タブレット端末 15台 

35 台 

（小・中併用） 

指導者用コンピュータ 

・コンピュータ教室 1 台 

・普通教室：小学校 9 台、中学校５台 

・放送室１台 

・設置場所を限定しない可動式コンピュータ 1 台 

・タブレット端末：小学校 6 台、中学校 5 台 

28 台 

大型掲示装置 

・５５Ｖ型ワイド液晶インフォメーションディスプレイ 

普通教室（通常学級）：小学校６台、中学校３台 

・４２型プラズマテレビ 

普通教室（特別支援学級）：小学校 3台、中学校２台 

特別教室 10台（うちスタンド設置２台） 

・５０型電子黒板２台 

・３２型液晶テレビ（スタンド設置）２台 

１学級あたり１台 

（28 台） 

実物投影装置 

・普通教室：小学校９台、中学校 5台 

１学級あたり１台 

（14 台） 

充電用保管庫 

・10 台型 4台、20台型 7 台 

11 台 

学習用ツール 学習者・指導者分 

有線ＬＡＮ 

・校内全域 CAT6、ネットワーク機器 1Gbps 

・学校から庁舎間は光ファイバー専用線 

理論上最大値 1Gbps 

無線 LAN 

・普通教室 14 か所、特別教室７か所、体育館 1か所 

22 か所 

超高速インターネット接続 下り最大値 1Gbps 

学習用サーバ １台 

ソフトウェア セキュリティソフト整備 

校務用サーバ 1 台 

校務用コンピュータ 教員１人 1台 
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～年度別 ICT機器導入計画～ 

 平成 28 年度（現状） 平成 29 年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

学校 ICT 導入検討会の開催  
 
    

雨竜町学校教育情報化推進検討委員会の開催   
 

ICT 機器の導入  
 

 パソコン室用デスクトップ端末 
   

 タブレット端末   
  

 指導者用普通教室パソコン  
  

 指導者用パソコン等 
  

 普通学級用大型掲示装置 
  

 特別支援学級・特別教室用大型テレビ等 
   

 実物投影装置（書画カメラ） 
  

 タブレット用移動式充電キャビネット   
  

 有線 LAN 
  

 無線 LAN アクセスポイント   
  

 超高速インターネット接続 
  

 プロジェクター・マグネットスクリーン 
  

 学習支援サーバ   
 

 学習支援ソフト等   
   

 その他 ICT 関連機器 
     

 校務用パソコン整備 
  

学校ホームページ開設   
 

ICT 支援員の検討及び配置      
 

検討会開催

委員会開催

機器導入

学習者用29台・指導者用1台 生徒用20台・指導者用1台

学習者用30台・指導者用2台 学習者用153台・指導者用9台

小学校6台 小学校9台・中学校５台

デスクトップ1台 デスクトップ1台・ノート1台・タブレット2台

（42型テレビ）小学校6台・中学校3台 （55型インフォメーションディスプレイ）小学校6台・中学校3台

42・32型テレビ7台・50型電子黒板2台 テレビ13台・50型電子黒板2台 42・32型テレビ15台・50型電子黒板2台

（VGA）小学校6台・中学校3台 （HDMI）小学校6台・中学校3台

充電キャビネット（10台型）3台 充電キャビネット（10台型）4台・（20台型）7台

校内LAN 理論上最大1Gbps ネットワーク機器更新

普通学級9か所・特別教室等7か所 普通教室14か所・特別教室等7か所

雨竜町庁舎回線 理論上下り最大100Mbps 学校用専用回線1Gbps

プロジェクター1台 プロジェクター2台・マグネットスクリーン1台

学習支援サーバ1台・学習者用NAS1台

学習支援ソフト・教材 学習支援ソフト・教材広進
学習支援ソフト・教材更新

デジタル教科書導入

学校内メールサーバ1台 学校内メールサーバ移設 高セキュリティUSB・普通学級放送設備改修 セキュリティソフト更新 学校サーバ増設・更新

教職員１人１台 教職員１人１台・校務用NAS1台

ホームページ開設

支援員配置の検討・配置
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２ ICT 機器等の選定方法                   

ICT 機器等を選定するにあたっては、調達費用の多寡による選定方式ではな

く、本町が目指す教育に最も有効な ICT 機器等を選定することが重要となる

ため、本計画に基づく ICT 機器等については、基本プロポーザル方式を実施

し、その審査を経て選定することとします。 

また、プロポーザル方式による導入後の追加整備については、児童生徒の

ICT 機器を活用した学習の連続性及び教員の指導の簡便さを考慮し、可能な限

り導入済みの ICT 機器等の仕様を踏襲した機器を選定することとします。 

 

 

 

１ 推進体制                         

教育課教育担当及び総務課情報セキュリティ担当と学校情報担当教諭が連

携して協議・検討を行いながら雨竜町学校教育情報化推進検討委員会を中心に

計画を推進していきます。 

また、本計画については教育委員会会議に諮ったうえ、雨竜町ホームページ

等で公表します。 

 

２ 計画の進行管理                      

本事業における ICT 機器の導入状況・利活用状況・進捗状況等を随時把握

し、計画の進行を管理します。なお、計画の見直しについては、雨竜町学校教

育情報化推進検討委員会を開催し、計画の見直しを行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３章 雨竜町学校教育情報化整備基本計画の推進について 
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